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文教福祉常任委員会 会議録（要旨） 

 

 
開 催 日 時  令和 4 年 11 月 14 日 月曜日 13 時 20 分～16 時 16 分 
開 催 場 所  301・302 会議室 
出 席 委 員  恩道正博 委員長、土屋克之 副委員長 
  西尾雄次、七田満男、北川悦子、夷藤 満 
欠 席 委 員  （なし） 
オブザーバー  （なし） 
傍 聴 者  （なし） 
説 明 員   桐山 教育長、北野 町民福祉部長、中川 町民福祉担当部長、堀川 教育部長、

宮崎 住民課担当課長、吉田 子育て支援課長、上前 保険年金課福祉課担当課長、
山田 福祉課長、四月朔日 文化スポーツ課長 

事務局・書記  古賀 学校教育課長補佐 
 
 
議 件  

（１）町長提出議案の審査 

・議案第 44 号 専決処分の承認を求めることについて 
［令和 4 年度内灘町一般会計補正予算（第 4 号）］ 
（議案第 44 号 説明） 

 
・議案第 45 号 専決処分の承認を求めることについて 

［令和 4 年度内灘町一般会計補正予算（第 5 号）］ 
（議案第 45 号 説明） 

 
・議案第 46 号 令和 4 年度内灘町一般会計補正予算（第 6 号） 

（議案第 46 号 説明） 
マイナンバーカード普及事業について 
【委員】 

対象者を 18 歳以下にした理由は。 
【説明員】 

18 歳以下の交付率が低い為。子育て支援も含めて事業を行いたい。 
【委員】 

個人ではなく世帯ごとの通知郵送ができないか。 
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【説明員】 
交付対象者かどうかは同一世帯内でも異なるが、対応可能かどうか検討したい。 

【委員】 
未成年に金券を交付するのなら、引換の際、保護者の同伴が必要ではないか。 

【説明員】 
小さなお子さんであれば保護者の同伴が必要かと思うが、高校生等であれば、引換券とマイナ

ンバーカードを持参すれば引換は可能。 
【委員】 

18 歳以下の町民 3,800 人のうち、現在のカード交付者は何人か。 
【説明員】 

11 月 9 日現在で、1,940 人、交付率は 46.51％。町全体では、52.04％。 
【委員】 

任意であるはずのマイナンバーカードの取得に対して、子育て支援としてギフト券を配るとい
う事は、カードを必要ないと考える人に対して不平等ではないか。 
【説明員】 

カードの普及を第一に考えたい。全年齢を対象にした場合、費用も大きくなることから、今回
は、交付率の低い 18 歳以下の町民に対象を限定して実施したい。 
【委員】 

子育て支援というのなら、18 歳以下の町民 3800 人全員に支給すればよいのではないか。若年
層へのカード普及事業と子育て支援事業とは別ものと考えるべき。資料等の修正を求める。 

 
（暫時休憩。議会運営委員会にて協議。） 

 
【説明員】 

マイナンバーカード普及事業を単体として実施した場合、当該年度内の事業とする必要がある。
この場合、年度内の使用期限を設けたクーポン券の支給となり、極めて短い使用期間となってし
まう。子育て支援と合わせた事業とした場合は、期限のないギフト券の支給が可能となり、支給
される方の利便性を考え、子育て支援事業も合わせた形で行うことにした。 
 
◎採決 
議案第 44 号 専決処分の承認を求めることについて 
［令和 4 年度内灘町一般会計補正予算（第 4 号）］…原案を承認する。 
議案第 45 号 専決処分の承認を求めることについて 
［令和 4 年度内灘町一般会計補正予算（第 5 号）］…原案を承認する。 
議案第 46 号 令和 4 年度内灘町一般会計補正予算（第 6 号）…賛成多数で原案を可とする。 
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（２）執行部からの報告事項 

・内灘砂丘放水路温泉 源泉井戸浚渫工事について 
10 月 26 日付で予算を専決処分し、源泉井戸の浚渫工事を実施した。11 月 14 日で現場作業は

終了した。 
【委員】 

今後の予定は。 
【説明員】 

試運転も終わり、源泉を供給できるようになっている。源泉量の推移を確認しながら、順次、
各施設の営業を再開する。 
【委員】 

源泉の管の腐食物の堆積が原因であったが、今後の改修計画は。 
【説明員】 

3～4 年後に予定するポンプ入替時に、カメラ調査等も含めて、合わせて検討したい。 
【委員】 

源泉停止期間中、プールの営業が出来なかったエイムに対する補償について、話が出ているか。 
【説明員】 

影響期間が確定次第、話を進めたい。 
 
・施設の指定管理（案）について 

ほのぼの湯、サイクリングターミナル、野球場等の体育施設については、引き続き「一般財団
法人 内灘町公共施設管理公社」を指定管理候補者として 3 年間の特命指定としたい。12 月会議
に指定管理者の指定についての議案を提出予定。 
【委員】 

長期にわたり管理公社に委託しているので、体質が改善できないのではないか。民間活力の導
入も見据えて検討していくべき。来年 4 月までには間に合わない。もっと早くに公募等の検討を
すべきはなかったか。 
【委員】 

管理公社特別委員会でも民間への委託という話は出ていたが、検討されていないのか。コロナ
の影響が未だはっきりしない中ではあるが、指定期間を 3 年と言わず短くして、民間への委託を
検討していくべき。 
【説明員】 

もう少し、時間をかけて検討したい。 
 
・イベント・行事について 
「河北潟一周駅伝競走大会」…11 月 23 日（水・祝）午前８時 45 分 開会式 
「人形劇公演「9 月 0 日大冒険」」…12 月 4 日（日）午前 10 時 30 分開演 
「内灘町 二十歳のつどい」…1 月 8 日（日）午前 10 時から 
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（３）その他 

（特になし） 
 
 
 

(以上) 
 
 
 
  
 


